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○目標を達成するための具体的な取り組み ○：実施予定、●：実施済み、▲：実施中、―：対象なし 赤字：令和4年12月末時点での更新

具体的な取組の柱

事項

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取り組み

大阪市 ●

・実施年度：H26年度より継続実施。
・広報啓発資料にて、市民へ作成を呼びかけている。
・マイタイムライン作成を促すべく、水害ハ ザー ドマ ップや 啓発資料の

「市民防災マニュアル」や本市HPで、呼びかけている。

堺市 ●

・令和4年3月発行の「堺市防災マップ」に各災害時の避難行動や避難準
備について書き込める「わが家の避難計画」を掲載。
・市ホームページにて折り畳むことでカードサイズになる「マイ避難カード」

を公開（令和4年7月）
今後も上記の普及啓発を引き続き実施。

 ・実施年度：今後

 ・今後検討予定

 住民一人一人のものを作成することは数が多く、行政が
 作成することは難しい。住民が個々に作成するように啓

 発していく必要がある。

八尾市 ○

・福祉部局にて、推進中のため防災部局では、まず施設
ごとの避難確保計画や、地区防災計画の作成推進を進
めている

・計画策定の支援方法や各機関の連携方法の整理

松原市 ○ ・福祉部局と啓発や支援等について調整中

柏原市 ○
・実施年度：未定

・目標時期：未定
・今後、地域の自主防災訓練で実施を検討

・作成を指導するノウハウがない。

・地域の自治会との調整が必要

羽曳野市 ○
・実施年度：未定
・方法を含め検討中

・人員不足　・職員のノウハウ　・予算　・地元との調整

藤井寺市 ▲
市ＬＩＮＥ公式アカウントにマイ・タイムライン作成機能を実装（令和4年8月
26日）

大和川河川事務所等の協力により、現在講習会の開催
に向けて準備中。

東大阪市 ○
・実施年度：不明
・現在、予定無し

・避難所ごとの避難所運営マニュアルの策定を優先させ

るため。
ただし、実施時期は未定であるが、住民一人一人の避難
計画・情報マップの作成促進は行う方向で考えている。

実施予定
内容

未実施の理由や課題他

具体的取組

No. 主な内容 取組機関
実施
状況

実施済み
内容

■ハザードマップの作成・
周知等に関する事項 20

住民一人一人の避難計
画・情報マップの作成促
進

(緊急行動計画改定によ
り追加)

項目 内容

目的 • これまでの取組のフォローアップ

対象機関
• 大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市、堺市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪管区気象台、大和川右岸水防事務組合

（鉄道機関についても多機関連携型タイムラインの実施状況を確認）

調査内容 • これまでの取組に関する現在の状況や課題、今後の予定等

○ 継続的なフォローアップを行うため、下記のアンケート調査様式をもとに取組項目の進捗状況
について確認した。

取組の実施状況につい
て、把握するために、
「様式2-1」によるアン
ケートを実施

市町ごとの状況を詳細
に把握するために、「様
式2-2」によるアンケー
トを実施

様式2-2

様式2-1

アンケート調査概要

分類 内容

①全ての市町で実施済の
取組項目

全ての市町が「●」の項目

②一部の市町で実施が遅れている
取組項目（５０％の市町村で達成）

「●」の個数が取組機関全体の
50%以上の取組項目

③進捗が遅れている項目
「●」の個数が取組機関全体の
50%未満の取組項目

星取表及びアンケート結果から各項目を3つに分類

●：実施済

○：実施予定

▲：実施中

-：対象なし
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アンケート結果

分類 No. 取組の主な内容

①全ての市町で
実施済の取組項目

7 避難勧告等の発令基準の設定
避難指示等の発令基準の設定・周知

8 避難勧告等の発令基準の周知（HPでの公開等）

9 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新・
訓練10 タイムラインの作成・更新支援

18 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知 ハザードマップの作成・周知等

22 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施

防災教育や防災知識の普及に関する事項23 水災害意識啓発の広報

24 共助の仕組みの強化

25 同報系防災行政無線等の整備

避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項
26

避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡大、大和川水位情報提供サ
イトのリンク貼付等）

34 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施

水防活動の強化に関する事項35 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進

36 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）

38 重要水防箇所の情報共有と関係市等との共同点検の実施
避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項、
水防活動支援のための情報公開

②一部の市町で実
施が遅れている取
組項目（50％の市
町村で達成）

11 タイムラインに基づく訓練の実施 多機関連携型タイムラインの拡充

17 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用） まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知

32 土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項

37 浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自家発電装置等の耐水化など）
排水設備等の耐水性の強化

45 排水設備の耐水化の強化

③進捗が
遅れている項目

6 重要インフラの機能確保 重要施設の浸水被害防止・軽減に関する事項

12 多機関連携型タイムラインの拡充 多機関連携型タイムラインの拡充

15 広域避難に向けた調整及び検討
広域避難に向けた調整及び検討
ハザードマップの作成・周知等

16 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知

19 応急的な退避場所の確保

20 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

21 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援（水防法第15条で義務化） 要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練

43
大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポンプ車の設置箇所等、排水に関す
る検討

排水活動及び施設運用の強化に関する事項
44 排水に関する訓練の実施

46 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動

14項目

10項目

5項目

○ 市町が実施する29項目のうち、14項目については各市町ともに実施済の状況である。
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針
アンケート調査(令和4年12月末時点での進捗状況)

○：実施予定、●：実施済み、▲：実施中、―：対象なし　赤字：令和4年12月末時点での更新

○目標を達成するための具体的な取り組み

具体的な取組の柱

事項

　洪水を河川内で安全に流す対策

1 ①遠里小野地区の堤防整備 V 令和7年度 - - - - - - - - - - - - - - - - ○ -

2 ②長吉川辺地区の侵食対策 V 実施済み - - - - - - - - - - - - - - - - ● -

3 ③太田地区の侵食対策 V 実施済み - - - - - - - - - - - - - - - - ● -

4 ④国分市場地区の堤防整備 V 実施済み - - - - - - - - - - - - - - - - ● -

5 土砂・洪水氾濫への対策
(緊急行動計画改定により追加)

－ 対象なし - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 重要インフラの機能確保
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 ● ▲ - ● ○ ○ ○ ● - - - - - - - - - -

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取り組み

7 避難指示等の発令基準の設定 B
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

8 避難指示等の発令基準の周知（HP
での公開等）

B
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - -

9 避難指示等の発令に着目したタイ
ムラインの作成・更新

C
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

10 タイムラインの作成・更新支援 C
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - ● - - - - - - ● ● -

11 タイムラインに基づく訓練の実施
CI
GM

令和7年度 ● ● ▲ ● ● ▲ ● - ○ - - - - - - ● ● -

12 多機関連携型タイムラインの拡充
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 ▲ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ▲ -

13
想定最大外力を対象とした浸水想
定区域図の策定・公表（5/31公表）
（水防法第14条で義務化）

A
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● -

14 想定最大外力を対象とした氾濫シ
ミュレーションの公表

A
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● -

15 広域避難に向けた調整及び検討 E 令和7年度 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - - - - - - - -

16 広域避難を考慮したハザードマップ
への更新・周知

D
E
I

令和7年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ▲
○

- - - - - - - - - - -

17 まるごとまちごとハザードマップの整
備・更新・周知（訓練への活用）

K 令和7年度 ● ○ ● ● ● ○ ● - - - - - - - - - ● -

18 避難場所並びに避難経路の指定・
更新及び周知

D
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

19 応急的な退避場所の確保
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 ● ▲ ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - - - -

20
住民一人一人の避難計画・情報
マップの作成促進
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 ● ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ - - - - - - - - - -

21
要配慮者利用施設の避難計画作成
の促進および避難訓練の促進支援
（水防法第15条で義務化）

G
H

令和4年度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● - - - - - - ● ● -

22 小中学校や地域を対象とした水災
害教育の実施

AF
BH
CJ

L

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ● -

23 水災害意識啓発の広報
AH
BL

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ● -

24 共助の仕組みの強化
(緊急行動計画改定により追加)

- 令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

■ハザードマップの作成・周知
　等に関する事項

藤
井
寺
市

東
大
阪
市

大
阪
府

具体的取組

■洪水を河川内で安全に流す
　対策に関する事項

■避難指示等の発令に着目した
　タイムラインの作成・更新・活用
に
　関する事項

No. 主な内容

課
題
の
整
理
記
号

目標時期

取組機関

大
阪
市

堺
市

八
尾
市

大
和
川
右
岸

水
防
事
務
組
合

■防災教育や防災知識の
　普及に関する事項

松
原
市

大
阪
管
区

気
象
台

近
畿
地
整

西
日
本
旅
客

鉄
道
株
式
会
社

阪
堺
電
気
軌
道
株

式
会
社

阪
神
電
気
鉄
道
株

式
会
社

南
海
電
気
鉄
道
株

式
会
社

大
阪
市
高
速

電
気
軌
道

株
式
会
社

近
畿
日
本
鉄
道
株

式
会
社

国

柏
原
市

羽
曳
野
市
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○：実施予定、●：実施済み、▲：実施中、―：対象なし　赤字：令和4年12月末時点での更新

○目標を達成するための具体的な取り組み

具体的な取組の柱

事項

松
原
市

大
阪
管
区

気
象
台

近
畿
地
整

西
日
本
旅
客

鉄
道
株
式
会
社

阪
堺
電
気
軌
道
株

式
会
社

阪
神
電
気
鉄
道
株

式
会
社

南
海
電
気
鉄
道
株

式
会
社

大
阪
市
高
速

電
気
軌
道

株
式
会
社

近
畿
日
本
鉄
道
株

式
会
社

国

柏
原
市

羽
曳
野
市

藤
井
寺
市

東
大
阪
市

大
阪
府

具体的取組

No. 主な内容

課
題
の
整
理
記
号

目標時期

取組機関

大
阪
市

堺
市

八
尾
市

大
和
川
右
岸

水
防
事
務
組
合

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取り組み

25 同報系防災行政無線等の整備 F
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

26

避難行動の判断に必要な河川水位
に関する情報提供（必要箇所の拡
大、大和川水位情報提供サイトのリ
ンク貼付等）

S
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - ● ●

27 メール情報配信システムの構築、利
用登録促進

F
実施済み

今後フォローアップ
- - - ● - - - - - - - - - - - - - -

28
スマートフォン等を活用したリアルタ
イムの情報提供ならびにプッシュ型
情報発信のための整備

F
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● -

29 洪水予報文の改良と運用
C
F

実施済み
今後フォローアップ

- - - - - - - - - - - - - - - ● ● -

30
危険レベルの統一化等による災害
情報の充実と整理
(緊急行動計画改定により追加)

－
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - ● ● -

31
洪水予測や河川水位の状況に関す
る解説
(緊急行動計画改定により追加)

－
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● -

32
土砂災害警戒情報を補足する情報
の提供
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 - ● ● - ● ○ - ● ● - - - - - - - - -

33 簡易水位計、量水標、CCTVカメラ
の設置

S
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● ●

34 水防団（消防団含む）との情報伝達
訓練の実施

O
P
Q

実施済み
今後フォローアップ

● - ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ● ●

35 水防団員や消防団員・水防協力団
体の募集・指定を促進

R
実施済み

今後フォローアップ
● - ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - ●

36 関係機関が連携した実働水防訓練
の実施（水防資材の点検管理含む）

O
P
Q

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ● ●

37
浸水時においても災害対応を継続
するための庁舎等施設の整備（自
家発電装置等の耐水化など）

M 令和7年度 ● - ● - ● ▲ - ● - - - - - - - - ● -

■水防活動支援のための情報
　公開、情報共有に関する事項 38 重要水防箇所の情報共有と関係市

等との共同点検の実施
O

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● - ● - - - - - - ● ● ●

39
メッシュ情報の充実（さまざまな地理
情報との重ね合わせ　等）・利活用
の促進

F
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - ● - -

40 警報等における危険度を色分け表
示（分かりやすい表示）

F
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - ● - -

41 堤防天端の保護 V
実施済み

今後フォローアップ
- - - - - - - - - - - - - - - - ● -

42 裏法尻の補強 V 令和7年度 - - - - - - - - - - - - - - - - ▲ -

43
大規模水害を想定した既存排水施
設等の活用方法及び排水ポンプ車
の設置箇所等、排水に関する検討

T
U

令和7年度 ▲ ▲ ○ ● ● ○ ○ - ● - - - - - - - ● -

44 排水に関する訓練の実施 T 令和7年度 ○ ○ ○ ● ● ○ ● - ● - - - - - - - ▲ -

45 排水設備の耐水性の強化
(緊急行動計画改定により追加)

－ 令和7年度 ▲ ○ - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

46 大規模工場等への浸水リスクの説
明と水害対策等の啓発活動

N 令和7年度 - ● ○ - - - - ○ - - - - - - - - - -

■排水活動及び施設運用の
強化に関する取組事項

■避難行動のための
　リアルタイム情報発信等に
　関する事項

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

■水防活動の強化
　に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強い都市の再構築のための取り組み
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針
アンケート調査(令和4年12月末時点での進捗状況)

○目標を達成するための具体的な取り組み

具体的な取組の柱 主な内容
事項

　洪水を河川内で安全に流す対策

1 ①遠里小野地区の堤防整備 ・予算確保により実施 0 / 1

2 ②長吉川辺地区の侵食対策 - 1 / 1

3 ③太田地区の侵食対策 - 1 / 1

4 ④国分市場地区の堤防整備 - 1 / 1

6 重要インフラの機能確保 ・必要はあるが、予算が不足 3 / 7

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取り組み

7 避難指示等の発令基準の設定 - 8 / 8

8 避難指示等の発令基準の周知（HPでの公開等） - 7 / 7

9 避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 - 8 / 8

10 タイムラインの作成・更新支援 - 3 / 3

11 タイムラインに基づく訓練の実施 - 7 / 10

12 多機関連携型タイムラインの拡充

・必要はあるが、人員が不足
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

4 / 17

13
想定最大外力を対象とした浸水想定区域図の策定・公表（5/31公表）
（水防法第14条で義務化）

- 1 / 1

14 想定最大外力を対象とした氾濫シミュレーションの公表 - 1 / 1

15 広域避難に向けた調整及び検討
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

1 / 8

16 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知 ・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 0 / 6

17 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

6 / 8

18 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知 - 8 / 8

19 応急的な退避場所の確保
・必要はあるが、人員が不足
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

1 / 6

20 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・必要はあるが、人員が不足
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

2 / 8

21
要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支
援（水防法第15条で義務化）

・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・福祉部局と啓発や支援等について調整中

3 / 11

22 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施 - 11 / 11

23 水災害意識啓発の広報 - 11 / 11

24 共助の仕組みの強化
・必要はあるが、人員が不足
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足

8 / 8

25 同報系防災行政無線等の整備 - 8 / 8

26
避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡
大、大和川水位情報提供サイトのリンク貼付等）

- 11 / 11

27 メール情報配信システムの構築、利用登録促進 - 1 / 1

28
スマートフォン等を活用したリアルタイムの情報提供ならびにプッシュ
型情報発信のための整備

- 1 / 1

29 洪水予報文の改良と運用 - 2 / 2

30 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 - 2 / 2

31 洪水予測や河川水位の状況に関する解説 - 1 / 1

32 土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 - 5 / 6

33 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置 - 2 / 2

34 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施 ・コロナ禍にあって、訓練の開催が困難となっている。 11 / 11

35 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 - 8 / 8

36
関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含
む）

・コロナ禍にあって、訓練の開催が困難となっている。 12 / 12

37
浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自
家発電装置等の耐水化など）

- 5 / 6

■水防活動支援のための情報
　公開、情報共有に関する事項 38 重要水防箇所の情報共有と関係市等との共同点検の実施 - 11 / 11

39
メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ　等）・利活
用の促進

- 1 / 1

40 警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示） - 1 / 1

41 堤防天端の保護 - 1 / 1

42 裏法尻の補強 ・予算を確保して実施 0 / 1

43
大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポンプ車
の設置箇所等、排水に関する検討

・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・必要はあるが、予算が不足

4 / 9

44 排水に関する訓練の実施
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

4 / 9

45 排水設備の耐水性の強化 ・必要はあるが、予算が不足 5 / 7

46 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 - 1 / 3

実施済の
取組機関数/
取組機関数

各取組項目の
進捗状況

■洪水を河川内で安全に流す
　対策に関する事項

■ハザードマップの作成・周知
　等に関する事項

具体的取組

各取組の実施状況
■：全ての機関で実施済
■：80～100%未満の機関で実施済
■：50～80%未満の機関で実施済
■：20～50%未満の機関で実施済
■：0～20%未満の機関で実施済

■避難指示等の発令に着目した
　タイムラインの作成・更新・活用に
　関する事項

No. 取組進捗における課題

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強い都市の再構築のための取り組み

■排水活動及び施設運用の
強化に関する取組事項

■防災教育や防災知識の
　普及に関する事項

■避難行動のための
　リアルタイム情報発信等に
　関する事項

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

■水防活動の強化
　に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項
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令和４年度までの大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針内容 

実施状況 
 
大和川下流部は著しい天井川であり、右岸側の堤防が決壊した場合の氾濫域は広範囲に拡

散する。また、左岸側は貯留型の氾濫形態となり、浸水深が大きいといった特徴がある。氾

濫域には人口・資産が集積し、一度堤防が決壊すると大都市部が広範囲に浸水し、甚大な社

会経済被害を及ぼす等、水害リスクが極めて大きい。 
近畿最大の大阪都市圏に拡散する大和川下流部の大規模水害に対して、「迅速、的確かつ主

体的な広域避難」と「水害に強い都市への再構築」を目指して取組を推進してきた。 
 
■全ての市町で実施済の取組項目 
・避難指示等の発令基準の設定・周知 
・避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 
・ハザードマップの策定・公表 
・避難行動のためのリアルタイム情報発信 
・水防活動の強化に関する事項 
・防災教育や防災知識の普及に関する事項 
 
■一部の市町で実施が遅れている取組項目（５０％の市町村で達成） 
・まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用） 
・排水設備の耐水性の強化 
・浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自家発電装置等の耐水化など） 

 
■進捗が遅れている項目 
・多機関連携型タイムラインの拡充 
・広域避難に向けた調整及び検討 
・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 
・要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援 
・重要施設の浸水被害防止・軽減、排水活動及び施設運用の強化に関する事項 

  

2-7



※令和 5 年 3 月の担当者会議で以下のような質疑があり、多機関連携タイムラインは市町毎

に作成し、大和川河川事務所の多機関連携型タイムライン＝流域タイムラインとして扱う

こととなった。 

 

 
 
大阪府（質問）：大和川や淀川等の協議会のとりまとめの際に、各協議会で多機関連携型

タイムラインの捉え方が異なる部分があり、実施できていると回答してよいか悩む。 

事務局（回答）：淀川等の協議会の実施状況の調整で、大和川と多機関連携型タイムライ

ンの解釈を一致させておかないと説明しづらいということを確認した。 
【会議後の確認】 

氾濫原が重複する他河川の協議会では、市町毎に鉄道事業者や要配慮者利用施設等と

連携したタイムラインが作成出来た時点で実施完了としている。そのため、進捗管理に

ついて、流域タイムラインの完成をもって、各市町の「多機関連携型タイムラインの拡

充」を実施済み「●」とすることは控えることとなった。 
 

各タイムラインの定義例 

タイムライン 領域 目的 法定計画（作成主体） 

流域 
タイムライン 流域 流域単位の市区町村を対象として、河川事

務所等の防災行動を確認 
国土交通省防災業務計画等（地方
整備局等、事務所等） 

多機関連携※ 
タイムライン 各機関 

地下街の浸水対策や高齢者の円滑な避難
等の多様な防災行動や関係機関の連携を
明確化 

事業継続計画等 
（交通、ライフラン等各機関） 

市区町村 
タイムライン 市区町村

市区町村が自ら発令する避難情報などの
タイミングの明確化 地域防災計画（市区町村） 

コミュニティタイ
ムライン 地区 自治会や自主防災組織などの行動の明確

化 
地区防災計画 
（自治会、自主防災組織） 

マイ・ 
タイムライン 

個人、 
事業者等

個人や事業者等の行動の明確化 避難確保計画（要配慮者利用施設）
個別避難計画（要配慮者） 

※大阪府等の氾濫原が重複する淀川水系では、沿川市町毎に鉄道事業者や要配慮者利用施設等と連携したタイム
ラインを作成した段階で多機関連携型タイムラインの完成と扱っている。流域タイムラインでは大和川河川事務
所の基準・行動を軸に関連する機関の行動を整理しているため、大和川河川事務所の多機関連携型タイムライン
＝流域タイムラインと扱う。 
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令和４年度の国土交通省における主な取組状況
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① まるごとまちごとハザードマップの整備支援

② Twitterによる「昭和57年8月洪水から40年」の情報発信

③ マイ・タイムラインの講習会支援

④ 要配慮者利用施設の訓練支援の実施

⑤ 流域タイムラインの作成

⑥ 排水作業準備計画の更新

⑦ 下高野橋付近のパラペット施工について
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①まるごとまちごとハザードマップの整備支援（実施状況調査 調査概要）

浸水範囲は、国管理区間からの氾濫を表示

川西町
3箇所

三郷町
9箇所
6箇所

三宅町
102箇所

王寺町
215箇所

斑鳩町
2箇所

大和郡山市
3箇所

河合町
3箇所

※現在は撤去

広陵町
0箇所

安堵町
0箇所

天理市
0箇所

奈良市
0箇所

大阪市
44箇所

柏原市
6箇所

藤井寺市
4箇所

118箇所

八尾市
5箇所
32箇所

松原市
7箇所

※現在は撤去

堺市
0箇所

東大阪市
0箇所

羽曳野市
0箇所

※2箇所
現在は撤去

設置箇所数
・黒字：大和川河川事務所事業概要（令和４年度）P10の設置数を集計
・青字：減災協の実施状況アンケートの回答（自治体独自での実施箇所）
・灰色：既往検討で撤去が確認された箇所（要確認）

○ 大和川沿川自治体では、まるごとまちごとハザードマップの取組を実施しているが、一部、未実施の自治体がある。

○ 今後、未実施の自治体が取組を実施する際の参考となるように、未実施自治体への課題確認や実施自治体への先進事例把握等のた
めのアンケートを実施した。

まるごとまちごとハザードマップアンケート調査概要

まるごとまちごとハザードマップ実施状況（アンケート依頼時の整理）

アンケート概要

実施時期 令和4年11月4日～11月25日

対象機関 大和川流域沿川19自治体（未実施自治体：13、実施自治体：6）

質問例

未実施

・まるごとまちごとハザードマップの取組の認知状況
・実施していない理由・経緯（①事業の中身・位置付けの理解不足、②費用対効果が不明、③住民の設置に対する抵抗感、④現場サイドの意向では
なく上層部判断による意思決定 等）

・今後のまるごとまちごとハザードマップの実施意向、 ・実施しやすくなる条件（国等からの指示、費用負担、相談窓口等）

市町独自実施
・まるごとまちごとハザードマップの基本計画（整備の考え方等）の有無、 ・実施した理由・経緯、・取組実施時の庁内での議論・課題
・設置場所の選定基準、・対象洪水（想定最大規模等の想定、実績浸水深）、・検討時の工夫点、・標識設置後の利活用の状況 等
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n = 13

まるごとまちごとハザードマップを実施していない理由・経緯
について、あてはまるものを選択してください（複数回答）。

今後、まるごとまちごとハザードマップを実施したいと思いますか。

n = 13

• 実生活でその地点の浸水情報を直接目で見て知る
ことができ、日頃から周知・防災意識向上が可能（4）

• 直近の避難所情報も記載されていることで、早めの
避難行動につなげることが可能

• 水害等の被災率が高い
• 住民等からの要望があるため

• 費用対効果が不明である（3）
• 優先順位が低い（3）
• 追加で予算を確保するには現在示されている

効果では説得力が弱い
• 設置の進め方、設置場所の選定等の基本的な

考え方が不足
• 維持管理含め人的コストに見合わない
• 実施内容が決まっていない
• 自治会や地域からの希望があれば実施
• 洪水、高潮に加え、津波被害も想定されており、

標示が複雑になることへの懸念

これまで、実施していない理由・経緯としては、「費用対効果が不明」、「設置の進め方に関する基本的な考え方の不
足」が多い。一方で、「住民の設置に対する抵抗感」を挙げている自治体はほとんど無い。
今後、「実施したい」と考えている自治体は77％であった。
今後、「実施したくない」と考えている自治体は、23％で、理由としては、「費用対効果が不明」、「優先順位が低い」等
が挙げられている。
実施したい理由と実施したくない理由で「住民からの要望（自治会や地域からの希望があれば実施）」とあり、住民
の要望が大きく影響している。

今後、未実施の自治体が取組を実施する際の参考となるように、大和川流域の自治体を対象に、R4.11に
まるごとまちごとハザードマップの実施状況に関するアンケート調査を実施した。

未実施自治体の参考となる
ように『取組効果や費用例、
検討例』をとりまとめた資料を
作成

①まるごとまちごとハザードマップの整備支援（実施状況調査 調査結果）

■調査結果概要
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①まるごとまちごとハザードマップの整備支援（効果検証）

○藤井寺市では、令和３年度に市内掲示板80箇所及び市内19地区38箇所にまるごとまちごとハザードマップを設定した。
○洪水ハザードマップは確認後に破棄・紛失される可能性があるが、まるごとまちごとハザードマップは一度設置されると

標識は設置後に破損等が無い限り設置されたままになっており、継続的に浸水リスクを伝える。
○令和3年度のアンケート調査では、41％の方がまるごとまちごとハザードマップを「見たことある」と回答していたが、令和

4年度の調査では、54％まで認知度が上がっており、水害リスクの周知に期待できる。
○また、まるごとまちごとハザードマップ」を見たことで「ハザードマップを確認した（14/54人）」や「避難所・避難場所を調べ

た（19/54人）」のように、行動等に変化があった人が一定数存在することも明らかとなった。

7%

34%
59%

設置イメージ

「まるごとまちごとハザードマップ」をご存知ですか（n=100）。

41%

「まるごとまちごとハザードマップ」を見たことで何か行動等に変化はありましたか。

■見たことがあり、
取組の名前も知っていた

■見たことはあるが、取組の
名前は知らない

■見たことがない・知らない

12%

42%

46%

54%
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まるごとまちごとハザード
マップにより、住民の防災
行動に変化に繋がること
が明らかとなった

R3 R4
アンケート概要

対象 藤井寺市（浸水想定区域内にお住いの方）

サンプル 100サンプル（信頼度95％、精度10％）

調査方法
・Webアンケート
（ポイント等の恩恵があり、防災に興味がない人も回答するため、
防災意識の高い住民の回答が多い等の偏りがなく集計ができる）

実施時期 令和5年2月22日～2月24日

質問例

• 堤防が決壊すると思うか。
• 洪水ハザードマップを知っているか。保管しているか。
• まるごとまちごとハザードマップ（浸水深の標識）を知っているか。
• まるごとまちごとハザードマップを見て行動に変化はあったか。

等
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①まるごとまちごとハザードマップの整備支援（設置費用事例整理）

• 標識作成の費用については、まるごとまとごとハザードマップを実施している大和川流域の自治体の事例を基に
整理すると、一枚当たり約5,000円～20,000円程度である。
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①まるごとまちごとハザードマップの整備支援（基本的な検討の流れの整理）

• まるごとまちごとハザードマップ実施の手引きの検討の流れを参考に、基本的な考え方や設置検討の進め方の参
考となるように資料をとりまとめた。

基本的な考え方や設置検討の進め方案まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き（P5 実施フロー詳細図）
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②Twitterによる「昭和57年8月洪水から40年」の情報発信

No 投稿日 内容
動画再生回数
2023/2/9時点

① 2022年7月15日 昭和57年8月洪水の被災状況写真（動画あり） 622
② 2022年7月22日 〃 413
③ 2022年7月27日 〃 438
④ 2022年7月29日 昭和57年8月洪水における家屋被害状況（動画あり） 323
⑤ 2022年8月4日 昭和57年8月洪水における社会的影響（動画あり） 595
⑥ 2022年8月10日 昭和57年8月洪水の気象情報 －
⑦ 2022年8月26日 平成29年10月台風21号洪水の気象情報 －
⑧ 2022年8月31日 復旧事業(激特事業) －
⑨ 2022年9月6日 治水事業の紹介(藤井掘削、遊水地事業) （動画あり） 316
⑩ 2022年9月12日 ソフト対策（まるまち）の紹介（動画あり） 294

昭和57年8月洪水の被害状況と現在の比較動画（左：現在、右：昭和57年当時）

• 昭和57年8⽉洪⽔から40年   節目 年       、昭和57年８⽉洪⽔ 被災記録や防災に関する情報⼤和川流域 住⺠
に広く周知するために、Twitterによる情報発信を実施した。

• 投稿 ７⽉ ９⽉ 全10回実施し、現在も⼤和川河川事務所のHPから投稿にアクセスできる。

昭和57年8月洪水の社会的な影響 治水事業の紹介
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• ⼤和川流域      ・タイムラインの作成促進を図るため、藤井寺市における８自治会の会員を対象に講習会を実施した。

○ 日時：令和４年１１月６日（日）14:00～15:00
○ 場所：藤井寺市市役所３階会議室
○ 内容：逃げキッドを活用したマイ・タイムライン作成のポイント
○ 対象：自治会員等（２６名）

■開催概要

■講習会の様子

○ 自宅の浸水深や浸水継続時間をハザードマップから調べ、参加者同士で地域の水害危
険性を確認していただいた。

○ 警戒レベル３（高齢者等避難）、警戒レベル４（避難指示）が発令されるタイミングを知り、
『逃げキッド』を活用しながら、参加者全員がマイ・タイムラインを作成することができた。

■参加者の様子

③マイ・タイムラインの講習会支援（藤井寺市）
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• 令和４年１１⽉６⽇ 実施  藤井寺市  ・タイムライン作成講習会の実施後、⽔害危険性 ⾼ 川北地区     ・タイムラ
イン作成の⽀援要望を受け、地域住⺠ 避難⼒向上 目的として実施した。

○ 日時：令和５年２月２６日（日）10:00～12:00
○ 場所：藤井寺市市役所３階会議室
○ 内容：逃げキッドを活用したマイ・タイムライン作成

及び府立藤井寺支援学校までの避難訓練
○ 対象：川北地区住民（２４名）

■開催概要

■講習会の様子

○ 自宅の浸水深や浸水継続時間をハザードマップから調べ、参加者同士で地域の水害危
険性を確認し、警戒レベル３（高齢者等避難）、警戒レベル４（避難指示）が発令されるタイ
ミングを知り、『逃げキッド』を活用しながら、参加者全員がマイ・タイムラインを作成した。

○ 藤井寺支援学校までの避難経路の安全性を確認しながら移動し、体育館２階に避難した
場合の市役所の避難所対応などの説明を受け、避難行動をイメージすることができた。

■参加者の様子

③マイ・タイムラインの講習会支援（藤井寺市：川北地区）

＜国土交通省より
大和川の説明＞

＜岡田市長より
市の取組の説明＞

＜マイ・タイムラインの作成＞＜説明動画の視聴＞

＜水害危険性の確認＞ ＜参加者同士で内容を比較＞

川北地区会館から避難経路を
確認しながら移動

府立藤井寺支援学校へ到着
（避難者の受付）

体育館の２階へ移動 藤井寺市より避難所に関する
対応などの説明
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• ⼤和川流域    要配慮者利⽤施設 避難訓練 促進 図   、⼋尾市    特別養護⽼⼈ホームの施設⻑を対象とした
講習会を実施した。

○ 日時：令和４年１２月８日（木）10:00～11:00
○ 場所：八尾市市役所西館４０１号室
○ 内容：避難確保計画に基づく避難訓練実施のポイント
○ 対象：特別養護老人ホーム施設長（１５名）

八尾市職員（６名）

■開催概要

■講習会の様子

【質問】施設では子育て中の母親の職員もおり、施設利用者の避難も重要だが、学校の子供の避難もあり両方を考慮する必要。組織毎で縦割りになっているので
はないか不安。

【回答】河川管理者でも、組織の中のタイムラインをまず作るが、横のつながりも考えていかないといけない。現在、大和川流域タイムラインを作っていますが、ま
ず、自分たちがどういう行動をするのかまとめないと話を前に進められない。横のつながりに広げていくためにも、自分たちの施設の中の行動をまず決めて
もらうことが重要。

■参加者からの意見

④要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施支援（八尾市）

■講習会の内容

＜大和川流域の概要、警戒レベルの説明＞ ＜避難訓練の概要説明＞

○ 大和川流域の水害特性、警戒レベルなどの説明
○ 過去の水害における被災事例と好事例
○ 避難先の線的における留意点
○ 避難開始のタイミングの考え方
○ 避難訓練の種類、実施方法及び留意点

■講習会資料の概要

■避難訓練の促進に向けての今後の取組

• 要配慮者利用施設の避難訓練実施の
促進を図るために、八尾市にて実施し
た講習会の様子を動画にとりまとめる
予定です。

• 施設管理者の訓練時の参考とすること
や市町の担当者が訓練支援の参考と
することを想定しています。 講習会の説明動画（約30分）

活用イメージ

＜施設関係者＞

視聴 避難訓練の実施 訓練実施の報告 ＜市町担当者＞

助言・勧告等
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• 要配慮者利⽤施設（東住吉区３施設、住之江区１施設、住吉区１施設、平野区１施設）からの避難確保計画及び避難訓練
に関する出前講座の要望を受け、避難確保計画及び避難訓練のポイントなどに関する講習会を実施した。

○ 日時：令和５年２月２１日（木）14:00～14:40
○ 場所：さくらんぼ医療ビル４階
○ 内容：避難確保計画に基づく避難訓練実施のポイント
○ 対象：介護施設関係者（３３名）

■開催概要

【参加施設】講習会を踏まえ、各施設で訓練を実施していきたいと考えているが、支援をしていただけるのか。
【回 答】国土交通省としては、訓練についても支援していきたいと考えている。
【参加施設】すべての施設でいきなり訓練ということは難しいと考えているため、代表施設における訓練支援をしていただき、訓練状況を見学したり、取組を進めて

いきたいので、今後とも支援をお願いします。

■参加者からの意見

④要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施支援（（株）日本介護医療センター）

■避難訓練のポイント

＜会場の様子＞

＜国土交通省職員による説明＞

■講習会の内容

○ 大和川流域の水害特性、警戒レベルなどの説明
○ 過去の水害における被災事例と好事例
○ 避難先の線的における留意点
○ 避難開始のタイミングの考え方
○ 避難訓練の種類、実施方法及び留意点
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④要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施支援（施設による訓練事例の紹介）

実施施設：大阪府八尾市あぷり志紀（サービス付き高齢者向き住宅）及び系列施設３施設と連携して実施
実施日時：令和５年３月２８日（火）９時～１５時
参 加 者：各施設の利用者（約１５０名）、従業員（約４０名）
訓練概要：介護施設におけるBCPの必要性を踏まえ、専門家の助言を得ながら、毎年の消防訓練とは別に避難訓練を年２回実施

①体制構築訓練：人員体制を整え被災時の必要物品を移動、各事業所の対策本部の役割と総本部の役割を明確化
②避難誘導訓練：入居者様の状況に応じた避難方法で、上階へ誘導し生活維持できる環境を構築
③情報収集伝達訓練：気象・災害規模予測を把握しながら、各担当の状況を対策本部に報告・指示受けの伝達を実施
④生活維持訓練：食事、飲水、就寝環境確保、ゴミ問題など最低限必要な生活環境を考えながら確保
⑤ケア方法確認訓練：様々なインフラ環境に基づき、排泄介助や清拭、医療的ケアの方法を物品共に確認

訓練目標の設定 ⇒目標①：前回訓練を踏まえ、総本部と各施設の対策本部の役割を明確化

目標②：各担当者の情報収集力と共有方法を訓練の中で考え、行動（工夫）

目標③：利用者の生活維持の確保するため、訓練の中で考え、行動（工夫）

訓練後の振り返り：実際はどうだった？なぜそうなった？次はどう改善すべきか？について、
訓練終了後の反省会において、各施設及び従業員個人で積極的に振り返り、
共有し、次回の訓練内容へ反映

ポ
イ
ン
ト

＜訓練開始時の情報共有＞ ＜総本部と各施設の対策本部との情報共有＞ ＜利用者の状況共有（各階）＞

＜各担当（班）の情報共有＞ ＜各担当者の役割分担（ネックストラップカード形式）＞ ＜SNSによる情報共有＞ ＜ゴミの分別対応＞
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⑤ 流域タイムラインの作成
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⑤流域タイムラインの作成 流域タイムラインの作成背景（1/2）

• 国⼟交通省防災業務計画 ⾒直 （令和３年10⽉）、避難情報 着目         流域       ⾒直      。
• 流域        、流域単位 市区町村 対象   、河川事務所等 防災⾏動 確認       。
（これまで活⽤してきた避難情報着目型タイムラインは、市区町村       作成 参考      留意。）
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⑤流域タイムラインの作成 流域タイムラインの作成背景（2/2）

• 規定すべき事項等のうち【必須】かつ【基本】の項目を軸に、令和４年度中 完成 目標として実施すること。
• 作成後も、引 続 関係者 調整 随時⾒直  実施。⼤規模氾濫減災協議会等  議論 、認識 共有。
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各市町の避難情報の発令等に着目したタイムライン

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、○○市の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

大和川河川事務所 住民等気象・水象情報

水防団待機水位到達
板東水位観測所（水位２．０m）
番条水位観測所（水位１．０m)

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
板東水位観測所（水位３．０m）
番条水位観測所（水位２．４m)

避難判断水位到達
板東水位観測所（水位３．５m）
番条水位観測所（水位２．７m)

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
板東水位観測所（水位４．１m）
番条水位観測所（水位３．２m)

洪水予報（はん濫危険情報）

水防警報（出動） ２号警戒配備体制

２号警戒配備体制（継続）

○HPで気象、水位情報の把握（体制解除まで随時実施）

堤防天端水位到達・越流
洪水予報（はん濫発生情報）

要配慮者避難開始

◇大雨・洪水警報発表（奈良地方気象台）

○台風に関する気象庁記者会見
（※社会的に影響が大きいと考えられる場合）

氾濫発生

○施設（樋門等）の点検・操作確認

○首長若しくは代理者の登庁

○リエゾンの派遣

○体制の確認、休校の判断等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○災害対策機械の派遣

◇台風予報 -72h
-48h

-24h

-8h

-2h

0h

◇大雨特別警報発表

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保
○リエゾン体制の確認
○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

-1h

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象警報等の確認

ＨＰ、Ｌアラート、
携帯メール等

○避難の準備（要配慮者以外）

○広報車、テレビ、インターネッ
ト、携帯メール等による大雨や
河川の状況を確認

○CCTVによる監視

【非常体制】

○樋門等の操作について操作員へ連絡

○応援体制の確認・要請（防災エキスパート等）

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○消防団等への注意喚起

○各災害対策班で災害応急対応

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

避難解除

※台風上陸

※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。
また、暴風警報等の発表などにも留意し、体制
や対応を考慮します。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全
◇大雨・洪水注意報発表（奈良地方気象台）

○ホットライン
（奈良地方気象台）

○樋門操作員の待避検討

○災害対策機械の派遣要請

○避難者への支援

○大雨特別警報の住民への周知

○消防団員の避難指示

○各災害対策班で災害応急対応
○関係機関へ支援要請（奈良県、自衛隊等）

○避難指示の発令判断

○避難所開設（担当職員動員）

○情報収集、被害状況の報告（体制解除まで随時実施）

○現地パトロール（体制解除まで随時実施）

○特別警報の受信

○避難所での待機

○状況によっては避難所へ行かず
自宅2階等の安全な場所へ避難

○自治会・自主防災会による
要配慮者名簿確認と避難支援の準備

１号警戒配備体制

○公民館の開放等を依頼

○自治会長、自主防災組織○災害対策本部設置

避難指示解除

○必要に応じて、河川の状況等に関して助言の要請

○必要に応じて、気象状況等に関して問合せ

○ホットライン（奈良地方気象台）

○ホットライン（奈良地方気象台）

○HP等で気象、水位情報の把握（体制解除まで随時実施）

大阪管区気象台

○必要に応じて、河川の状況等問合せ
（奈良地方気象台）

○○市

気象警報情報
HP等

○必要に応じて、気象状況等に関して助言の要請

○高齢者等避難の発令判断

◇台風に関する奈良県気象情報（随時）

※時間軸については、
平成25年18号台風を引

きのばして想定しており、
実際の気象状況や台風
のコースにより異なりま
す。

※本タイムラインは大和川洪水予報区間の○○市の区間（○岸○．○k～○．○k付近）を対象としています。

【○○市・大和川河川事務所】

○記者発表（決壊・はん濫）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○決壊した場合に備えた準備
（協定業者への派遣依頼・はん濫想定の用意・記者発表の準備 等）

○ホットライン（決壊、はん濫）

○ホットライン（危険度、現象の予測）

危険箇所で避難判断水位到達
板東水位観測所（水位４．８m）
番条水位観測所（水位２．７ｍ）

危険箇所で氾濫危険水位到達
板東水位観測所（水位５．４m）
番条水位観測所（水位３．２ｍ）

避難開始

○必要に応じて、公民館の開放等を依頼

避難指示

危険箇所で堤防満杯水位が想定
（氾濫開始相当水位）

板東水位観測所（水位６．９m）
番条水位観測所（水位４．６ｍ）

緊急安全確保

避難完了

ＨＰ、Ｌアラート、
携帯メール等

ＨＰ、Ｌアラート、
携帯メール等

ＨＰ、Ｌアラート、
携帯メール等

災害対策１・２号動員

災害対策３号動員

（状況に応じて）

【第二警戒体制】

【注意体制】

【第一警戒体制】
○協力機関の体制確認

洪水予報（はん濫注意情報）

○台風説明会（大阪管区気象台、奈良地方気象台）

○ホットライン

高齢者等避難

⑤流域タイムラインの作成 流域タイムライン作成概要

• ⼤和川流域  、沿川市町 避難情報 発令等 着目         基 、国交省、気象台、府県、市町等 関係機関 ⾏
動を横並びにしたタイムラインを作成した。

河川水位 状況

３日前準備 府県気象情報（台風進路予定等）

早期注意情報発表(中・高)

１日前準備 府県気象情報（台風進路予定等）

早期注意情報発表(中・高) 助言

・A県気象情報発表(随時)

大雨注意報・洪水注意報発表

大雨警報・洪水警報発表

注意体制

警報が発表された場合

水防団待機水位 水防警報(待機)発表 ● ● ●

・A県気象情報発表(随時)

水防警報(準備)発表 ● ● ●

個別に対応する区域H ●
 区域H 避難指⽰発令

個別に対応する区域I ●
 区域I 避難指⽰発令

個別に対応する区域K 個別に対応する区域L

氾濫注意水位 ● ● ● ●

水防警報(出動)発表 ● ● ● 助言

警戒体制
・A県気象情報発表(随時) 氾濫注意水位 超過  場合

水防警報(警戒)発表 ● ● ●
越水 漏水 侵⾷等   災害 恐    場合

避難判断水位 ● ● ● ●

・高齢者等が避難開始

・A県気象情報発表(随時)

 暴風警報発表

 J  放流開始 通知
      （氾濫危険水位超過 恐 ） ● ●
氾濫危険水位超過 恐  今後 河川状況 助
言

氾濫危険水位 ● ● ● ●

 住⺠ 避難開始

非常体制
氾濫危険水位 超過  場合

氾濫発⽣ ● ● ● ●

      （氾濫発⽣ 伝達） ● ●
堤防決壊の発⽣の伝達と今後の河川状況など助言

 警戒   ５ 緊急安全確保発令  警戒   ５ 緊急安全確保発令

洪水予報(氾濫注意情報)発表

洪水予報(氾濫警戒情報)発表

洪水予報(氾濫危険情報)発表

洪水予報(氾濫発⽣情報)発表

・台風に関するA県気象情報
　発表(随時)

・台風に関するA県気象情報
　発表(随時)

ホットライン
（J  異常洪水時防災操作）

J   異常洪水時防災操作 ⾏    予想  
る場合

・３日後に台風が
 D川流域 影響  恐 
・3日後に大雨が予想され
 D川流域 影響  恐 

・台風に関する
　気象情報発表(随時)

・１日後に台風が
 D川流域 影響  恐 
・１日後に大雨が予想され
 D川流域 影響  恐 

・台風に関するA県気象情報
  発表(随時)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEB会議ツールによる危機感の共有

気象台 河川事務所 A県 B市 C市 学識者          
コーディネートを務める方等 住⺠等

・台風に関するA県気象情報
　発表(随時)

○○観測所の水位が（●ｍ）に達する恐れ

○○観測所の水位が（●ｍ）に達する恐れ

○○観測所の水位が（●ｍ）に達する恐れ
 区域K 避難指⽰発令 ⾃ 判断
（市区町村が⾃ら判断する場合）

○○観測所の水位が（●ｍ）に達する恐れ
 区域L 避難指⽰発令 ⾃ 判断
（市区町村が⾃ら判断する場合）

災害発⽣ 恐  高    状況    氾濫危険
水位到達前 高齢者等避難 発令  場合   

災害発⽣ 恐  高    状況    氾濫危険
水位到達前 高齢者等避難 発令  場合   

浸水が想定される地区
 警戒   ３ 高齢者等避難発令

浸水が想定される地区
 警戒   ３ 高齢者等避難発令

 防災⾏政無線等      
 防災操作に関する情報を受信

J  異常洪水時
防災操作開始の通知 ● ● ●

・避難判断水位超過

 氾濫危険水位超過

 氾濫発⽣

・水防団待機水位超過

 氾濫注意水位超過

河川 流域 特性 合    WEB会議  
ルその他により必要な機関へ助言

河川 流域 特性 合    WEB会議  
ルその他により必要な機関へ助言

緊急安全確保措置
氾濫 発⽣  場合 住⺠ 対  
命 守 ⾏動 促 

氾濫 発⽣  場合 住⺠ 対  
命 守 ⾏動 促 

●

災害発⽣ 恐  高    状況    氾濫危険
水位到達前 避難指⽰ 発令  場合   

災害発⽣ 恐  高    状況    氾濫危険
水位到達前 避難指⽰ 発令  場合   

浸水が想定される地区
 警戒   ４ 避難指⽰発令

浸水が想定される地区
 警戒   ４ 避難指⽰発令

流域タイムライン（イメージ）

検討スケジュール

各市町への意見照会

府県へのヒアリング

意見照会、意見照会を踏まえた流域タイムラインの修正

9～10月

11～12月

R5.1月

流域タイムライン案の検討（素案作成）7～ 8月

流域タイムライン完成R5.2月
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⑥排水作業準備計画の更新

○ 『平成27年9月関東・東北豪雨』における対応を受け、浸水が長期間継続する地域において
排水ポンプ車等を最大限に活用できるように排水作業準備計画を作成することが必要と
なっている。大和川河川事務所においても排水作業準備計画を作成している。

○ 排水活動時は、堤防天端で活動するため（右図参照）、流域市町と天端道路の通行規制等
の調整事項が生じる可能性があるため、排水活動に関わる調整事項について、ヒアリング
を実施し、連絡先の更新・追加等を実施した。

平成30年7月豪雨時における
堤防天端での排水作業

円滑に初動体制を確保するため、ポンプ車配置候補や関係機関との調整事項等を記載した図面

排水作業準備計画図

• 組織改編等による組織名や連絡先の更新

• 兼用道路で排水する場合に土木事務所へ
の連絡が必要であることから、連絡先に管
轄の土木事務所を追加

ヒアリング資料（排水活動の３Dイメージ）

■ヒアリングを踏まえた更新内容

排水作業準備計画図では、
現場のイメージがわかりづ
らいため、3Dモデルで排水
ポンプ車や照明車の配置イ
メージを可視化。

詳細図
排水ポンプ車配置場所記載

広域図
浸水継続時間･調整先記載

調整が必要な機関や内容
を事前に確認するために
ヒアリングを実施
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⑦下高野橋付近のパラペット施工について

施工前
完成（R5.3.8） ①

完成（R5.3.8） ②

①②
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